
一般質問
録画動画
　

多頭飼育崩壊
飼い主には、⾼齢単⾝世帯で⼼⾝の変化で飼えなくなった、

また社会からの孤⽴や経済的理由など⽣活に困窮していることが多く、
環境課だけでなく福祉分野との連携の必要性を訴えました。

地域猫活動とは
飼い主のいない猫による糞尿や鳴き声などの

問題を地域の環境問題として捉え、地域住⺠の
合意のもと、その地域にお住まいで、

活動を⾏おうとする住⺠（活動グループ）が
主体となってTNR＋Mを⾏います。

⼀代限りの命を全うさせ、数年かけて地域から
飼い主のいない猫がいなくなることを⽬指します

TNR
(捕獲、不妊去勢、元の場所に戻す)

＋
M

(マネジメント：餌やり‧トイレなど)

那珂川市議会議員

いのう 
稲⽣まりこ

ふくおか市⺠政治ネットワークは、34年前から⼥性を地⽅議会に送り出し、
 ⽣活者の視点で暮らしの課題を解決する活動を続けている地域政党です。
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質問 化学物質過敏症に対する認識は?

市の答弁

質問

市の答弁

「⾹害」について質問しました。
２０００年代後半から⾹りの強い海外製の柔軟仕上げ剤がブームになったのをきっかけに、

⾹り製品の市場が拡⼤し、同時に「化学物質過敏症」(２００９年病名登録)も増加したと現場の医師たちが唱えています。
予備軍も含めて⼈⼝の7.5％、那珂川市に換算すると3750⼈もの市⺠が突如として発症しうる問題です。

空気の問題は周囲の理解や協⼒が必須で、周知啓発の必要性を訴えました。

⼀旦発症してしまうとその後は微量の化学物質でも反応してしまうため、
原因となる物質を避けることが最も有効な対処法。周囲への配慮を促す
周知が必要と認識している。

5省庁連名ポスター

質問

市の答弁

7⽉に改訂された5省庁連名ポスターの活⽤を提案する

公共施設では、各管理者に周知し活⽤したい。
各⼩中学校へはすでに配布している。掲⽰している学校もあれば、
ポスターの内容の共有を図っている学校もある。

⾹害の問題は、柔軟剤を「使う⼈」と「使わない⼈」との対⽴ではなく、
国が経済優先のために規制しないまま市場拡⼤した結果、起こってしまった公害問題と考えます。

地域猫活動の理解と「多頭飼育問題」について質問しました。
福岡県ワンヘルス推進条例に基づき、⼈と動物が健康に共⽣できる社会をめざしています。

那珂川市では
＊R3〜 ⾏政とボランティア団体との協働、
     捕獲⽤ゲージ購⼊
＊R4〜 TNR活動を推進するため、
    「飼い主のいない猫に対する不妊去勢
     ⼿術にかかる費⽤の補助」を開始

市が作成した看板は、ボランティアによる餌やり⾃体が迷惑⾏為のような誤解を与えるものとなっており、
地域猫活動への理解がすすまない⼀因となっているため、看板の改善と適切な餌やりへの周知と理解を求める。

TNR活動の捕獲は「餌づけ」が⼤前提。
適切な餌やりをすることによってゴミ荒
らしの被害も減らすことができます。

看板は在庫のものから修正している。⾃治会へは個別に説明するなど理解に努める。
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(シティポリ)は
ふくおか市⺠政治ネットワークが

運営するウェブメディアです

サポーター・ボランティアを随時募集中！！

ネット・那珂川は皆さんの会費とカンパ、

ボランティアで運営しています。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください！
ネット那珂川の公式LINEアカウントできました！

ぜひ、友達追加お願いします！
Instagramもフォローよろしくお願いします！

ふくおか市⺠政治ネットワーク那珂川：那珂川市⼭⽥972−9  ☎ (092)954-0224  ✉ nakagawa@fnet.gr.jp

　　　○『くるくる未来ネット』

10月6日(金)　くるくる未来ネットの畑で芋掘りイベントを行いました。参加者は32名！

たくさん参加してくださいました♪みんなで畑で芋掘りをして歩いて安徳台に移動し、

念願の焼き芋をしました！ほくほくのお芋に子ども達と舌鼓…。最高の時間でした(^^)

教育サポートセンター(中央公⺠館内)の指導員が増えます
利⽤する児童⽣徒が増えたことに伴い、これまでの2名から３名体制に変わります。

アピアランスケア購⼊補助⾦について

教育サポートセンター

について

那珂川市こどもの権利条例に基づく⾏動計画を新たに策定します
那珂川市こどもの権利条例について

アピアランスケアにかかる費⽤の⼀部を助成します
がん患者およびがん経験者が治療にともなう外⾒の変化(脱⽑、⽖の割れ、

⼿術痕や⾝体の⽋損など)に対して、医療⽤ウィッグや補装具などを
購⼊した場合に、その費⽤の⼀部を助成します。

○『三宅　怜(さとし)さんと学習会』種子法について
10月29日(日) リーパスプラザ古賀にて学習会を行いました。

県に条例制定を求めるべく、少しでも知識をつけようと計画した学習会です。

DVD「タネはだれのもの」を見ながら並行して解説してくださいました。

知れば知るほど謎が深まる種子法廃止…今回の学習会では噛み砕きながら説明してくださったので

自分で勉強するよりわかりやすく少し理解が深まりました。

注⽬の議案

活動報

告

ぜひ「種子法廃止」で調べてみてください！


